
「建設リサイクル推進計画2020」
取り組むべき施策の実施状況

参考資料２



⑧建設副産物のモニタリングの強化

建設副産物に係る情報交換システムと電子マニフェストの連携

建設副産物に係る情報交換システムの改善

電子マニフェストの普及

⑨建設発生土の適正処理促進のためのトレーサビリティシステム等の活用

建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用

⑩広報の強化

建設廃棄物再生資材の有効利用に関する取り組み

建設発生土の有効利用に関する取り組み

解体工事等における適正な現場分別、分別解体のための取り組み

関係者と連携した取り組み

⑪新技術活用促進

建設発生木材のカスケード利用の促進

ＮＥＴＩＳの活用

試験研究に対する取り組み

主要課題と取り組むべき施策

1

社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進

住宅の長寿命化及び建築物等に係る履歴情報の整備の推進

官庁施設の長寿命化に向けた取り組み

⑥再生クラッシャランの利用状況・物流等の把握

再生クラッシャランの利用状況・物流等の把握

⑦激甚化する災害への対応

災害発生時における廃棄物のリサイクルの推進

①再生資材の利用促進

再生資材の利用状況に関する新たな指標の検討

グリーン調達による再生資材の利用促進

再生資材の品質基準及び保証方法の確立

②優良な再資源化施設への搬出

再資源化・縮減率の高い優良施設への搬出促進

再資源化施設への搬出徹底

③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み

建設混合廃棄物の現場分別の徹底

廃石膏ボードの再生利用の促進

廃プラスチックの分別・リサイクルの促進

④ 建設発生土の有効利用及び適正な取扱の促進

建設発生土の需給動向の把握

官民有効利用マッチングシステムの利用

建設発生土の適切な取扱への対応

主要課題（１） 建設副産物の高い再資源化率の維持等、
循環型社会形成へのさらなる貢献

主要課題（２） 社会資本の維持管理・更新時代到来への
配慮

主要課題（３） 建設リサイクル分野における生産性向上
に資する対応等

①再生資材の利用促進【再掲】

③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み【再掲】

⑤社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取り組み

建設リサイクルガイドラインの改定

リサイクル原則化ルールの改定



①再生資材の利用促進

建設廃棄物の約95％は再生資材となっており、「廃棄物の再生」という観点では十分なレベルに到達している。一方で、リ
サイクルの質の向上においては、現時点では十分に把握できていない再生資材の利用状況等を適切に把握していくことが
重要であり、その利用状況を表す新たな指標（再生資材利用率など）について導入検討を行う。

○再生資材の利用状況に関する新たな指標の検討

2

取組状況

■建設副産物実態調査による再生資材の利用状況の把握

○ 令和６年度に実施する建設副産物実態調査（施設調査）において、再生材の出荷量とストック量を把握するための項
目を追加し、再生資材の利用状況等を把握することとしている。

調査対象調査種類

請負金額100万円以上の工事公共工事利用量・
搬出先調査

請負金額100万円以上の工事民間公益工事

① 調査対象年度に完成した「資源有効利用促進法」に定めた一定規模以上の
工事

② 調査対象年９月に完成した請負金額100万円以上の工事

民間工事

① 建設発生土利用促進施設
（ストックヤード、土質改良プラント、受入地）

② 建設廃棄物の中間処理施設及び最終処分場
（建設混合廃棄物、がれき類、木くず、廃塩ビ管・継手、廃プラスチッ
ク、廃石膏ボード、建設汚泥、安定型・管理型最終処分場）

施設調査

【調査対象期間】令和６年度

【調査票提出期限】令和７年６月末

【調査結果公表予定時期】令和７年秋以降

実態を踏まえ、新たな指標・目標値を検討

【継続、本省】



①再生資材の利用促進

他産業副産物についても、地域の実情に応じて、建設廃棄物由来の再生資材との利用バランスを確保しつつ、また有害
物質の含有・溶出に関する品質・影響等も考慮しながら、グリーン調達に基づき、建設工事での有効利用を引き続き促進す
る。

○グリーン調達による再生資材の利用促進

3

取組状況

○ グリーン調達にあたっては、「環境物品等の調達の推進を図るための方針（調達方針）」を定め、これに基づき、公共工
事における資材、建設機械、工法、目的物等のグリーン調達を積極的に推進しているところ。

○ 毎年、調達実績を確認し、特定調達品の使用割合も概ね100％となっており、今後も引き続き建設工事での有効利用
を促進する。

■グリーン購入法に基づく公表（調達方針・調達実績）

令和５年度 調達実績

出典：https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000002.html

【継続、本省】



①再生資材の利用促進

資材利用にかかわる関係者に対して、民間企業も含めた受発注者の再生資材利用が容易になるよう、再生資材の品質基
準やその保証方法の確立を働きかける。

○再生資材の品質基準及び保証方法の確立
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取組状況

○ 再生利用されることが確実である建設汚泥処理物等の取扱いについて、「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関す
る取扱いについて」により環境省から通知（令和２年７月20日付け）。

○ これを踏まえ、通知に示された独立・中立的な第三者の一つとして、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、
建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る認証を令和３年８月20日に開始した。

■環境省通知文（抜粋）

建設汚泥処理物等が法第２条に規定する廃棄物に該当するか どうか は、その物
の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、 取引価値の有無及び占有者の意思等を
総合的に勘案して判断すべきものである が、 各種判断要素の基準を満たし、かつ、
社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確
認できる場合にあっては、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設
汚泥処理物等が建設資材等として製造された時点において、有価物として取り扱う
ことが適当である。

■「建設汚泥再生品等の有価物該当性に係る審査認証業務」の概要（抜粋）

１．業務の要旨
建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材

等として製造されたものについて、「各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通
念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認でき
る」か否かの審査をし、その確認ができた場合に、その旨の認証を行う。
２．対象品
以下の再生品を対象とする。ただし、当分の間は、公共事業に用いられるものに

限る。
① 建設汚泥再生品
② 廃コンクリート再生砕石
③ 上記２品を原材料として製造される「ハイブリッドソイル」

■認証及び申請受理の実績（令和6年6月30日時点）
【認証】６件 【申請受理】４件

■認証事例（九州地方整備局）

直轄工事で 初 有価物該当認証を活用した建設汚泥の再生利用

鹿児島東西道路は、鹿児島市街地部に位置する延長3.4kmの自動車専用道路であり、
現在、延長2.3kmのシールドトンネルを施工中である。シールドトンネル工事では大量の

建設汚泥が発生し、他地整等でのシールドトンネル工事でもその建設汚泥の処理が懸案
となっている。

鹿児島東西道路では、直轄工事で初となる有価物該当認証を取得し、鹿児島県の港湾
埋立事業の埋立材として有効利用を行っている。

【継続、本省】



②優良な再資源化施設への搬出

建設廃棄物の再資源化を推進するため、個々の再資源化施設における再資源化・縮減率を適切に把握し、関係者間で情
報共有することによって、建設混合廃棄物や建設汚泥の再資源化・縮減率等が高いなど優良と考えられる再資源化施設へ
の搬出を推進する。

○再資源化・縮減率の高い優良施設への搬出促進
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取組事例

取組概要地域

再資源化・縮減率等については、各構成員から提供された実績を地整で整理し、毎年、協議会で各構成機関に周知し、情
報共有を図っている。北陸

再資源化施設を対象に建設汚泥と建設混合廃棄物の再資源化の現状について、アンケート調査を行い、施設の再資源化率
等をとりまとめて、協議会にて情報共有を行った。四国

【継続、各地方協議会】

■情報共有の事例（北陸） ■情報共有の事例（四国）

各品目の最終処分量割合（％）
（平成30年度建設副産物実態調査）

＜建設混合廃棄物の組成について＞

＜建設混合廃棄物の発生要因について＞

アンケート調査結果（令和4年度調査）



建設混合廃棄物、建設汚泥の再資源化施設への搬出を促進するため、直接最終処分についての実態調査・分析を実施
し、その結果を踏まえ、民間企業も含めた受発注者に対して再資源化施設への搬出徹底を要請する。

○再資源化施設への搬出徹底
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取組状況

○ 令和２年度建設副産物モニタリング調査の結果より、再資源化・縮減率などが低迷している品目（建設汚泥、建設発
生土）について、「リサイクル阻害要因調査」を実施。

②優良な再資源化施設への搬出

■調査結果

結果の周知・再資源化施設への搬出徹底を要請

再資源化施設を

探さなかった

9%

近くに再資源化

施設が無かった

24%

受入基準に合

わなかった

36%

処理能力不足等で

受入不可であった

4%

コスト比較による

9%

その他

18%

相手先工事候補

がなかった

14%

工期が合わなかった

38%
土質が合わなかった

26%

コストが合

わなかった

3%

情報を入手する手

段を知らない

1%

工事間利用を検

討していない

2%
その他

16%

＜建設汚泥＞ ＜建設発生土＞

【継続、本省】



建設混合廃棄物の排出削減を促進するため、建設混合廃棄物について、調査・分析を実施し、その結果を踏まえ、民間企
業も含めた受発注者に対して分別可能な混入物の現場分別の徹底を要請する。

○建設混合廃棄物の現場分別の徹底
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取組状況

○ 建設混合廃棄物の実態を把握するため、新築工事（ビル）を対象に、組成分析調査を実施。

③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み

＜参考＞
前回調査（2011年（H23））今回調査（2021年（R3））

新築工事（ビル、木造）
解体工事（木造）

新築工事（ビル）
（基礎・躯体・仕上げ）

対象工事区分・工程

新築工事（ビル） 106m3
新築工事（木造） 100m3
解体工事（木造） 102m3

157m3
（基礎10%、躯体20%、
仕上げ70%）

対象廃棄物量

1か所３か所対象選別施設

■調査概要 ■調査結果《新築工事（ビル）建設混合廃棄物組成割合（容量）》

分別可能な混入物の現場分別の徹底

【継続、本省】



廃石膏ボードの再資源化を促進するため、廃石膏ボード現場分別解体マニュアル等に基づいて、廃石膏ボードの現場分
別を徹底し再生施設の利用促進を図るとともに、関係団体等と連携しながら、再生石膏粉の有効利用に向けて、排煙脱硫
石膏の発生量も含めて情報収集を適切に行い、廃石膏ボードリサイクルの取り組みについて実施状況等を把握し情報共有
を図る。

○廃石膏ボードの再生利用の促進
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取組状況

○ 関係団体等からの情報収集
・現場分別解体の実施状況
・廃石膏ボードの再利用状況
・石膏原料使用量（排煙脱硫石膏等）
・特定建設資材への指定における課題等

③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み

○ 再資源化施設に対するヒアリング
・廃石膏ボードの受入条件の把握
・再利用先の把握
・地域的なリサイクル状況の把握
・リサイクルにおける課題の把握

【今後の取組】

今後の排出量の増加を踏まえると、再利用先の確保が課題となることより、石膏ボード原料やセメント系原料、建設汚
泥等の改良・安定処理を行う固化材・改質剤等への更なる利用促進を図ることが必要。
持続可能なリサイクルに向け、再利用の状況等を把握し、再利用の推進方策、建設リサイクル法の特定建設資材の
指定に向けての検討を行う。

【継続、本省】



建設工事から発生する廃プラスチックの分別・リサイクルを促進するため、廃プラスチックのデータ等の収集・分析を実施
するとともに、意見交換・処理施設視察等により、産業廃棄物処理業者と民間企業との連携を促進する。

○廃プラスチックの分別・リサイクルの促進
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③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み

取組状況

【新規、本省及び各地方協議会】

○ 「廃プラスチックの分別、再資源化」について、関係団体からのヒアリングを実施。
○ 建設工事から発生する廃プラスチックの分別・リサイクルを促進するため、廃プラスチックのデータ等の収集・分析を実

施し、各地方建設副産物対策連絡協議会等において周知。

■建設リサイクル推進施策検討小委員会（R6.7.2）資料3 ■地方協議会の取組事例

廃プラスチックのデータ等の収集・分析

「現場分別マニュアル」改訂（中部、九州）



中期的な建設発生土の需給動向を地域レベルで把握し、事業発注前より工事間利用等の調整を行う。また、一般的に、
土砂は存置されている土地の所有者及び使用者が管理すべきものであるが、建設発生土の有効利用を図るため、公共工
事の発注者の責務として、建設発生土に係る情報交換システムを活用し、建設発生土の搬出、搬入についてシステムへの
データ登録及び情報管理の徹底を行う。

○建設発生土の需給動向の把握
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④建設発生土の有効利用及び適正な取扱の促進

取組状況

○ 各地方建設副産物対策連絡協議会等が、各公共工事の発注者を対象に、対象年度前に土量、土質、搬出・搬入時期
等の工事情報の調査（公共工事土量調査）を実施するとともに、そのとりまとめ結果を各公共工事の発注者に配布し、
建設発生土の工事間利用を図っている。

○ 建設発生土情報交換システムを活用するとともに、各地方建設副産物対策連絡協議会等において、システムの周知、
参画を呼びかけている。

■建設発生土情報交換システム

建設発生土情報交換システムは、国、地方公共団体等の工事発注者が建
設発生土を有効活用するために必要な情報をリアルタイムで交換し、建設発
生土のリサイクルを推進することを目的とした、インターネットを利用したシステ
ム。

【利用対象者】

工事発注者

【システムの特徴】

発生土データをリアルタイムで掲載でき、情報の鮮度が高い
地図検索により発生土動向のニーズがひと目でわかる
公共工事土量調査でのデータ利用が容易になる

【取り扱う情報】

工事発注者、工事概要、搬出・搬入土砂の土量、土質、発生時期等
出典：一般財団法人 日本建設情報総合センターHP パンフレット

【継続、各地方協議会】



建設発生土の更なる有効利用を図るため、官民一体となった発生土の相互有効利用のマッチングを強化するためのシス
テム（建設発生土の官民有効利用マッチングシステム）への、民間企業も含めた受発注者の参画を一層働きかける。

○官民有効利用マッチングシステムの利用
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③建設混合廃棄物等の再資源化のための取り組み

取組状況

■建設発生土の官民有効利用マッチングシステム

○ 公共工事、民間工事を問わず、土量情報の交換を行う「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」を運用する
とともに、概要や実現事例を紹介するパンフレットを作成し、民間企業も含めた受発注者へ周知。

○ 建設発生土の官民有効利用マッチングシステムを活用するとともに、各地方建設副産物対策連絡協議会等において、
システムの周知、参画を呼びかけている。

【利用対象者】

公共工事発注者・受注者
民間工事発注者・受注者

＜官民有効利用マッチングの実現事例（令和6年6月30日時点）＞

【継続、本省及び各地方協議会】



建設発生土の内陸受入地での不適切な処理を抑止するため、その処理等に関する情報の把握・共有を図る。また、行き
先が不明確な土等の発生自体を抑制するため、工事発注に際して、具体の搬出先を発注者が指定する指定処分の拡大に
努める。さらに、建設発生土受入地の登録制度等の試行に努める。

○建設発生土の不適切な取扱への対応

12

④建設発生土の有効利用及び適正な取扱の促進

取組状況

○ 工事の発注段階で建設発生土の搬出先を指定する等の指定利用等を進め、また、元請業者に対する取組を強化し、
建設発生土の搬出先の明確化等を実施。

【継続、本省及び各地方協議会】



個々の工事における建設副産物の発生抑制を徹底するため、事業の計画・設計段階において建設副産物の発生抑制に
資する対策を具体的に検討出来るよう、建設リサイクルガイドラインの改定を検討する。

○建設リサイクルガイドラインの改定

13

⑤社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取り組み

取組状況

中長期的に排出抑制、再資源化に資するため、現行のリサイクル原則化ルールについて、距離制限や搬出先となる再資
源化施設の指定等の観点から改定を検討する。

○リサイクル原則化ルールの改定

【継続・新規、本省】

○ 社会情勢の変化や小委員会での議論等を踏まえ、改定の方向性や内容について検討

■リサイクル原則化ルール■建設リサイクルガイドライン



各社会資本の長寿命化を図ることが結果として、建設副産物の発生抑制にも通じることから、「予防保全」への取り組みを
進めるとともに、新技術の開発・導入等を促進することにより、社会資本の戦略的な維持管理・更新を推進する。

○社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進

14

⑤社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取り組み

取組状況

【継続、本省】

○ インフラの長寿命化に向けたメンテナンスサイクルの構築に努める。

地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）

＜事後保全と予防保全のメンテナンスサイクル＞

〇高度経済成長期以降に集中的に整備された道路、河川等の
インフラの老朽化は加速度的に進行しており、老朽化対策は
喫緊の課題。

○「予防保全型」のインフラメンテナンスへの本格転換を図り、損
傷が軽微なうちに修繕すること等により、建設廃棄物の発生抑
制を実現。

〇計画的・集中的な修繕等の実施、新技術・官民連携手法の
普及促進、集約・再編等によるインフラストックの適正化等の
取組を推進。

〇効率的・効果的な維持管理に向け、個別施設のメンテナン
スのみならず、既存の行政区域に拘らない広域的な視点で、
複数・多分野のインフラを「群」として捉え、マネジメントを行う
「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」を推進。



引き続き住宅の長寿命化を推進し、長期優良住宅の普及を図る。また、質の高い建設リサイクルが推進されるよう、建築
物等の履歴情報（設計情報、材料、資材製造者名等）の整備を引き続き促進し、効率的な維持管理等に資する。

○住宅の長寿命化及び建築物等に係る履歴情報の整備の推進

15

⑤社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取り組み

取組状況

【継続、本省】

○ 法改正により、共同住宅について住棟認定の導入、建築行為なし認定（既存住宅の認定）の創設、住宅性能表示制度
との一体申請及び災害配慮基準の創設等を実施。併せて、告示改正により共同住宅の認定基準の合理化等を実施。

○ インターネットやパンフレット等による制度のメリットのＰＲ、地方公共団体や各種団体が行う普及活動への支援を実施。
○ 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会において、正会員３９機関（令和６年３月末現在）が、住宅履歴情報の蓄積・活用

の指針（共通ルール）に基づき、住宅履歴情報の蓄積を進めている。

【今後の取組方針】

共同住宅における住棟申請等制度の普及に向けた取組みを行うとともに、中小事業者の認定取得を促進するための
環境整備を図る。
住宅の消費者に対して、インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ、地方公共団体や各種団体が行
う普及活動への支援等を行うことにより、より一層の制度の周知を図り、住宅の消費者による制度の活用を引き続き
促進する。
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会において、2027年までを計画期間とする中期事業計画を策定し、住宅履歴情報
のさらなる有効活用等について検討していくこととしており、国土交通省として必要な支援を行っていく。



官庁営繕事業において長寿命化改修を推進するなど、既存官庁施設の有効活用を図る。また、官庁施設情報管理システ
ムの活用等による官庁施設の適正な保全を推進する。

○官庁施設の長寿命化に向けた取り組み

16

⑤社会情勢の変化を踏まえた排出抑制に向けた取り組み

取組状況

【継続、本省】

○ 令和2年度から5年度にかけて20件の長寿命化改修を実施し、既存官庁施設の有効利用を図った。
○ 官庁施設情報管理システムの活用等により適正な保全を推進し、令和5年度調査の庁舎等における保全の状況が良

好である施設は99.2％を占めた。

施設管理者が自ら施設情報を
記録・蓄積することにより、施設
情報が見える化され、計画作成
や維持管理へのフィードバックが
容易になる。

官庁営繕部では、保全実態調査（毎年度実施）
において各施設管理者がBIMMS-Nに入力した

結果を活用し、施設の長寿命化に資するよう、
保全指導等を実施

「BIMMS-N」活用の促進計 画 的 な 改 修 の 実 施

未措置の場合の
問題点等

部位の例
主な

改修内容

・雨水浸入や漏水に
よる躯体劣化 等

外壁、
防水、
建具

躯体の
保護

・防災機能の停止

・火災発生時の被害
拡大リスク 等

防火設備、
中央監視
設備

防災
設備

・ライフライン機能の
停止

・給排水設備からの
漏水による躯体
劣化等

給排水
設備、
電力設備

ライフ
ライン
設備

建物の構造体は、ひび割れ
への雨水浸入により、劣化が
著しく加速

防水層、外壁、建具等の劣化
防止により、ひび割れへの
雨水浸入を防止

（効果等）

経過年数

限界劣
化
度
合

未対策
の寿命

対策後
の寿命

長寿命化の効果イメージ

長寿命化
改修の実施

長寿命化



一部の地域で滞留が懸念される再生クラッシャラン及びクラッシャラン（新材）の利用状況（用途、利用量、利用率など）や
物流等を把握し、必要に応じて利用促進を図る。

○再生クラッシャランの利用状況・物流等の把握

17

⑥再生クラッシャランの利用状況・物流等の把握

取組事例

取組概要地域

• 再生クラッシャランなどの利用状況の整理・分析
• 関東地整管内事務所、協議会構成機関（都県・特殊法人等）を対象に、再生砕石利用状況、新材砕石を利用せざるを
得ない要因をヒアリング調査

関東

【継続、各地方協議会】

■整理・分析事例

関東地域における発注区分別 砕石利用率

■ヒアリング調査事例

＜ヒアリング調査より課題整理＞

＜課題に対する対応策（案）＞



災害時に発生する土砂等について、災害発生後速やかに、各地方の協議会事務局が中心となり、協議会構成機関等と調
整を行い、廃棄物について適切な再資源化・縮減及び再生資材の利活用を可能な限り行う。また、平時より、災害発生時に
おける廃棄物の対応方法について検討し、協議会構成機関等と情報共有を行う。

○災害発生時における廃棄物のリサイクルの推進

18

⑦激甚化する災害への対応

取組事例

取組概要地域

平成31年3月「北海道胆振東部地震により発生した倒木等の有効利用に関する協定」を締結し、復旧工事等において、
「北海道開発局・北海道・厚真町」と「建設会社・製紙工場」による倒木等の有効利用を図るための取組を行った。北海道

【継続、各地方協議会】

■北海道胆振東部地震により発生した被災木の有効利用について

○被災木等の有効利用状況
• 協定に基づき復旧工事現場から撤去した被災木等は、丸太や枝条・伐根等に分別して土場等へ集積後、丸太は主に製材(輸送資材)や製紙用チップ、

枝条等は燃料や敷料に加工され、全量を有効に活用している。
※集積土場への推定搬入量(令和２年４月末時点、協力事業者への聞取り) ＝９４千m3 (丸太:１４千m3 、枝葉･伐根:８０千m3 )

出典：北海道水産林務部林業木材課資料

写真：集積土場の状況



建設副産物に係る情報交換システムの改善、再生資源利用計画書・実施書及びマニフェスト届出情報の活用により、デー
タ入力者に過度な負担がかからないよう配慮しつつ、毎年の建設副産物物流のモニタリングを実施する。また、民間工事に
おける建設副産物に係る情報交換システムの利活用促進のため、システムへのデータインプット機能、システムからのデー
タアウトプット機能の拡張を検討する。さらに、公共工事の発注者の責任において、建設副産物にかかわる情報を入力・管
理し、その意識の向上を図る。

○建設副産物に係る情報交換システムと電子マニフェストの連携

19

⑧建設副産物のモニタリングの強化

取組状況

【継続、本省】

○ データ入力等の効率化を図るため、、電子マニフェストデータを建設副産物情報交換システム（コブリス）に入力するた
めの変換ツールを作成し、その変換ツールで作成された提出用ファイルを取り込みできるようシステムを改良。

システム連携前 システム連携後

＋

■連携による業務効率化、省力化

コブリス・プラス※APIによるデータ連携により更なる効率化を予定 ※一般財団法人日本建設情報総合センター



民間企業も含めた受発注者による個々の建設工事における建設混合廃棄物、建設汚泥の搬出状況や直接最終処分へ搬
出している要因を把握するため、建設副産物に係る情報交換システムの改善を促進し、モニタリングを強化する。

○建設副産物に係る情報交換システムの改善

20

⑧建設副産物のモニタリングの強化

取組状況

【継続、本省】

○ モニタリング調査の対象となるデータの抽出やチェック等に係るシステムの改良、また、登録作業の省力化や建設副
産物実態調査に対応したシステムの改良を行い、モニタリングの精度向上に努めた。
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⑧建設副産物のモニタリングの強化

取組状況

【継続、本省】

○ 建設副産物に係る情報交換システムと電子マニフェストの連携に伴うデータ入力等の効率化により、電子マニフェスト
の普及を促進。

■電子マニフェスト登録件数及び電子化率

建設工事における産業廃棄物の取り扱いの透明性を確保するため、電子マニフェストの普及を促進する。

○電子マニフェストの普及

出典：公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター資料

■登録件数の業種別割合（R5年度）



建設発生土については、発生元から最終の搬出先までは多数の受入地や業者を経由することから、その移動の実態把握
は困難である。一方で、その実態把握は建設発生土の不適切な取扱の抑制等にも資する可能性があり、移動の経路を正
確に追跡し、実態を把握することは重要である。このため、ＩＣＴ技術を活用し、発生元から搬出先までの経路を正確に把握
するトレーサビリティシステムの導入等について試行を行う。

○建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用

22

取組状況

⑨建設発生土の適正処理促進のためのトレーサビリティシステム等の活用
【新規、本省】

コブリス・プラスとの連携など機能拡充の検討

（件数）

効果検証・課題抽出

合計近畿中部関東

４２１１令和２年度

７２３２令和３年度

１１００令和４年度

１１００令和５年度

１３６４３合計

○ 建設発生土の発生元から搬出先までを正確に把握するトレーサビリティシステムについて、直轄工事において試行を
実施。

■直轄工事における試行 ■建設発生土のトレーサビリティシステムの例

出典：一般財団法人先端建設技術センター資料



建設汚泥、再生クラッシャラン（再生骨材コンクリートへの利用も含む）の官民における利用等を促進するため、先進的な
利用事例やその品質確保方法を収集し、広く周知し関係者の理解促進・意識向上を図る。

○建設廃棄物再生資材の有効利用に関する取り組み

23

⑩広報の強化

取組状況

【継続、広報推進会議】

○ 建設リサイクルの更なる普及と促進にむけて、関係者（工事発注者、建設工事施工者等）の意識啓発と建設リサイク
ルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進及び一般社会に向けての建設リサイクル活動の取り組
み等のＰＲを目的に「建設リサイクル技術発表会・技術展示会」を開催。

○ 建設発生土、建設汚泥処理土、再生骨材コンクリートの利用促進を図るため、自主的にその利用量が多い工事事業
者または工事元請業者を表彰する「建設資源循環利用促進賞」を2019年度に創設。2023年度に建設発生土土質改良
土を表彰対象に追加。

■建設リサイクル技術発表会・技術展示会

《2024建設リサイクル技術発表会》

○基調講演：国土交通省
『循環経済の実現に向けた国土交通省の取組について～建設リサイクルの高度化～』

○特別講演：京都大学大学院 加藤智大助教
『建設発生土のリサイクルによるCO2削減効果の算定』

○技術発表
・『テールアルメ工法の長寿命化に向けた維持管理』ヒロセ補強土株式会社
・『バイオマス灰の大量有効活用技術』株式会社安藤・間
・『万能土質改良機による建設発生土再利用システム』株式会社オクノコトー
・『鴻池組の建設ICT・低炭素技術』株式会社鴻池組
・『土質改良技術で質を重視した建設発生土のリサイクル・適正利用』
（一社）全国建設発生土リサイクル協会

《2024建設リサイクル技術展示会》

○出展者：12者

■建設資源循環利用促進賞

2024年度建設資源循環利用促進賞授賞式

《表彰実績（2019年度～2024年度）》
・建設発生土：6件
・建設汚泥処理土：10件
・再生骨材コンクリート：4件
・建設発生土改良土：2件



建設発生土の官民マッチング有効利用システムの参画民間企業を増やすため、システム及び利用事例を広く周知すると
ともに、地方毎の成立件数等を提示することにより、関係者の意識・モチベーション向上を図る。また、自然由来の重金属等
を含む土砂等の取り扱い、評価手法について普及促進を図る。

○建設発生土の有効利用に関する取り組み
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⑩広報の強化

取組状況

○ 工事間での建設発生土の有効利用を促進するため、「建設発生土情報交換システム」「建設発生土の官民有効利用
マッチングシステム」を活用。利用拡大に向け、令和４年度にPRパンフレットを作成し、周知。

○ 建設発生土の工事間利用等に関する個別工事での取組事例等を整理し、事例集として国土交通省HPに公開。
○ 建設副産物リサイクル広報推進会議の主催で「建設発生土の適正な管理に関する講習会」を開催。

■建設発生土の有効利用促進に向けた取組 ■建設発生土の適正な管理に関する講習会

《過年度開催状況》

・令和４年度：東京で開催(156名）
・令和５年度：３会場（東京、名古屋、大阪）

で開催(340名）

広島市南区民文化センター広島11月1日（金）

トークネットホール仙台仙台11月8日（金）

全日通霞が関ビル(全日通労働組合)8F東京11月15日（金）

《令和６年度》

プログラム
①建設発生土の有効利用等の取組
②建設工事から発生する土の搬出先の明確化等について 等

【継続、広報推進会議】



解体工事の適切な施工の促進を図るため、解体工事に従事する技術者の理解の促進、現場作業員の育成及びコンプライ
アンスの遵守の取り組みを進める。併せて、適正な現場分別、分別解体の実施を確保するため、現場分別マニュアルの普
及・活用及び現場巡回を実施する。また、分別方法の例示等を含めたポスター等の普及・啓発により、廃プラスチックをはじ
めとした分別によるリサイクルを促進する。

○解体工事等における適正な現場分別、分別解体のための取り組み
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⑩広報の強化

取組状況

○ 「建設リサイクル法」パンフレット、「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」 パンフレット、「木造建築物の
分別解体の手引き」の作成など、解体工事における適正な現場分別のための取り組みを実施。

■木造建築物の分別解体の手引き■建設リサイクル法（パンフレット） ■建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い
（パンフレット）

《建設副産物リサイクル広報推進会議のHPで公開》

【継続、広報推進会議】



関係者との連携強化を図り、建設業における廃プラスチックの現状把握、質の高い建設リサイクルに係る先進事例等の情
報収集・発信、不法投棄や不適正処理抑制のための指導・監督の徹底、石綿含有成形板等やＣＣＡ処理木材※1、ＰＣＢ※2廃
棄物等の適正処理の周知・徹底等を行う。

○関係者と連携した取り組み
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⑩広報の強化

取組状況

※1 木材の防腐・防蟻を目的として CCA（クロム・銅・ヒ素化合物系木材防腐剤）を木材内部に加圧注入処理した木材。なお、CCA は、クロム (Cr)、銅 (Cu)、ヒ素 (As) を含んだ、クロム化ヒ酸銅
（chromated copper arsenate）の頭文字を取ったもの。

※2 ポリ塩化ビフェニル(polychlorinated biphenyl)またはポリクロロビフェニル(polychlorobiphenyl)の略

○ 各地域建設業協会と建設マニフェスト販売センターが主催する「建設廃棄物の適正処理に関わる講習会」について、
建設副産物リサイクル広報推進会議が協賛して実施することで連携。

○ 建築物等に一般的に使用されている有害物質等の確認方法・処理方法等についての情報を、建設副産物リサイクル
広報推進会議のHPへ掲載することで、建築物の解体等に伴う有害物質等の適正処理の周知・徹底を図っている。

■広報推進会議ＨＰで情報提供 ■建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い（パンフレット）

【継続、広報推進会議】



建設発生木材の潜在的な資源価値に着目しながら、関係者も含め、カスケード利用※を促進する。

○建設発生木材のカスケード利用の促進
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⑪新技術活用促進

取組状況

※ 例えば、建設発生木材の場合、製紙用のチップ等原材料としての利用や土壌改良材等への利用を行った上で、さらに、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利用するなど、資源を段階的
に最大限利用すること。

○ 中間処理施設で選別された梁や柱などは、ボードや紙などのマテリアル利用、その他は化石燃料の代替燃料として有
効に活用されている。

出典：カーボンニュートラルに貢献する木材資源リサイクル_2023年3月（認定NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会）

生産会員実態調査における品目別／需要先取扱い（2021年 全木リ連調べ）

【品目別取扱い】 【需要先取扱い】

解体現場等からチップメーカーに
搬入される材を指す

チップユーザーへ納入する
チップの用途を指す

【継続、本省】



ＮＥＴＩＳ※の活用を通じ、再生資材に関する技術等の建設リサイクル分野における新技術の活用を促進することにより、民
間事業者等による技術開発の促進を図る。

○ＮＥＴＩＳの活用
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⑪新技術活用促進

取組状況

※ 新技術情報提供システム（New Technology Information System）。民間企業等により開発された新技術に係る情報を、共有及び提供するためのデータベース。

○ NETISの検索機能の一つであるキーワード検索内にリサイクルの項目を作成し、リサイクルに関連する新技術が活用
されやすいようシステムを作成している。

○ 上記の取組もあり、リサイクルに関連する新技術は年間20件程度登録されている。（令和７年１月現在、１６５技術が
NETISに登録。）

○ 令和５年度より新技術の活用を更に促進することを目的として、直轄土木工事におけるNETIS登録技術等の活用を原
則義務化しているため、今後さらなるリサイクル技術の活用が期待される。

NETISのトップページ https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

キーワード検索に「リサイクル」の項目を追加し、NETIS内のリサイク
ルに関する技術が容易に検索できるよう検索機能の強化を実施

【継続、本省】
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建設副産物のリサイクル等に資する試験研究に対する支援を引き続き行う。

○試験研究に対する取り組み
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取組状況

⑪新技術活用促進

○ スタートアップ等の技術研究開発に対する補助金、税制優遇等の支援を実施しており、建設リサイクル等に資する研
究テーマについても支援を行っている。

【継続、本省】

SBIR建設技術研究開発助成制度

【概要】

建設分野の技術革新を推進していくため、
国土交通省の所掌する建設技術の高度化
および国際競争力の強化、国土交通省が実
施する研究開発の一層の推進等に資する技
術研究開発に関する提案を研究者から広く
公募する競争的研究費制度。優秀な提案に
対して補助金（建設技術研究開発費補助
金）を交付。

【これまでの採択課題例】
・泥土リサイクル技術の開発
・建材の無害化技術の開発 等

＜参考ページ＞
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000121.html

研究開発税制（主管：経済産業省、共管：国土交通省含む10省庁）

【概要】

我が国の国際競争力を支える民間研究開発の維持、拡大をする
ことにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発
等を促し、我が国の成長力・国際競争力を強化することを目的とし
た税制

• 研究開発を行う企業は、法人税額の25%を上限に試験研究費の
額の１～１４％を控除

• 上記に加え、試験研究費の割合が10%以上の場合、２者以上が
関わる共同試験研究等を行う場合などには、控除率や控除上限
の上乗せ措置が適用

＜参考ページ＞
国土交通省HP ： https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000127.html


